
事  務  連  絡  

令和 3年 1月 12 日  

 建設業関係団体の長 様 

関係測量・設計業団体の長 様 

京都府建設交通部指導検査課長  

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた 

工事及び業務の対応について 

令和 3 年 1 月 7 日に、1 都 3 県（埼玉県、千葉県、神奈川県）を対象として、内閣総

理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われたと

ころです。京都府においても、感染者が増加しており、感染拡大防止において極めて重

要な時期であることから、別紙「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏ま

えた工事及び業務の対応について｣（令和 3 年 1 月 7 日付け国不入企第 31 号）」のとお

り対応することとしましたので、貴職におかれましても、引き続き、御理解と適切な対

応をお願いするとともに、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。 

なお、建設現場における「三つの密」の防止対策については「建設業における新型コ

ロンウイルス感染予防対策ガイドライン（令和 2 年 5 月 14 日（令和 2 年 12 月 24 日改

訂版））」に取りまとめられており、今後もガイドラインに沿った対策を徹底していただ

くよう併せてお願いいたします。ガイドラインについては下記ホームページに掲載して

おります。 

（ https://www.mlit.go.jp/common/001380470.pdf ） 

その他の｢新型コロナウイルス感染症に関する建設工事等の対応について｣は下記ホ

ームページに掲載しております。 

（ http://www.pref.kyoto.jp/shido/news/korona.html ） 

担当 指導検査課指導係 

電話 075-414-5227 



国不入企第３１号 

令和３年１月７日 

各都道府県入札契約担当部局長 殿

各指定都市入札契約担当部局長 殿

国土交通省不動産・ 建設経済局建設業課長 

（  公 印 省 略 ）     

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

工事及び業務の対応について 

施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等

につきましては、「 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における

工事及び業務の対応について」（ 令和２年５月25日付け事務連絡） 等により、適切な

対応をお願いしてきたところです。  

このたび、令和３年１月７日に、１都３県（ 埼玉県、千葉県、神奈川県） を対象と

して、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

が行われたところです。新型コロナウイルス感染症への対策について、「 新型コロナ

ウイルス感染症対策の基本的対処方針」（ 令和２年３月28日（ 令和３年１月７日変更））

（ 以下「 基本的対処方針」 という。） においては、「 三つの密」を徹底的に避け、「 人と

人との距離の確保」、「 マスクの着用」、「 手洗いなどの手指衛生」 等の基本的な感染対

策を行うことをより一層推進することなどが重要であるとされており、新型コロナウ

イルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「 新しい生活

様式」の定着や「 感染リスクが高まる「 ５つの場面」」を回避すること等を促すととも

に、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践を促していく ことと

されています。また、基本的対処方針においては、引き続き、社会の安定の維持の観

点から、緊急事態措置の期間中にも、河川や道路などの公物管理や公共工事など、安

全安心に必要な社会基盤に係る事業者については最低限の事業継続が要請されてい

るところです。これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等

につきましては、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定

期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、「 居場所の切り替わり」への注意な

ど、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の

対策が講じられるよう、改めて、受注者に対して「 建設業における新型コロナウイル

ス感染予防対策ガイドライン（ 令和２年５月14日（ 令和２年12月24日改訂版））」

別　紙



 
 

及び内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策ホームページにおいて公表されてい

る業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等の周知徹底を図るなど、適切なご対応を宜

しくお願いします。 

 また、「三つの密」対策等の更なる徹底や、感染リスクが高い場面を回避する対策の

実効性を高めるための環境づくり等について、別添１のとおり建設業者団体宛に送付

しておりますので、ご参考にお知らせします。 

なお、これまでも、新型コロナウイルスの罹患等により現場の施工を継続すること

が困難となった場合の他、受注者から工期延長等の申し出があった場合で必要がある

と認められるときには、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更等、

適切な措置を行うようお願いしてきたところですが、これらの措置については、引き

続き、同様の取扱いをお願いいたします。また、これらの措置の実施に伴い、工期又

は履行期間が年度を超える可能性がある場合には、必要となる予算の繰越手続につい

ても、遺漏なきよう宜しくお願いします。 

併せて、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた、国土交通省直

轄事業における対応について、別添２のとおり定めておりますので、ご参考にお知ら

せします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に対して

も、周知を宜しくお願いします。 
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建設業者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

工事及び業務の対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等につきましては、「建設業におけ

る新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日（令和２年 12

月 24 日改訂版））」（以下「ガイドライン」という。）を踏まえた建設現場やオフィス

における感染予防対策の更なる徹底等をお願いしてきたところですが、このたび、令

和３年１月７日に、１都３県（埼玉県、千葉県、神奈川県）を対象として、内閣総理

大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われまし

た。 

 

今般変更された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月

28 日（令和３年１月７日変更））」（以下「基本的対処方針」という。）においては、「三

つの密」を徹底的に避け、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの

手指衛生」等の基本的な感染対策を行うことをより一層推進することなどが重要であ

るとされており、新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感

染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高まる「５つの場面」」

を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライ

ン等の実践を促していくこととされています。また、基本的対処方針においては、引

き続き、社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、河川や道路など

の公物管理や公共工事など、安全安心に必要な社会基盤に係る事業者については最低

限の事業継続が要請されているところであり、ガイドラインを踏まえた建設現場やオ

フィスにおける感染予防対策の更なる徹底等をお願いいたします。 

また、今般の緊急事態宣言においては、特に飲食の場を中心とした感染リスクが高

い場面を回避する対策が求められており、職場等における飲み会の自粛、飲食テイク

アウトの推奨、テレワークの実施等、対策の実効性を高めるための環境づくりをお願

いいたします。 

貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いするととも

に、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。 

 

【別添１】 



 

 なお、施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措

置等につきましては、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後にお

ける工事及び業務の対応について」（令和２年５月 25 日付け事務連絡）等により、地

方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など建設業者団体等あてにも参考送付

させていただいたところです。 

 今般、緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防

止措置や、ガイドライン等の周知徹底等について、別添１のとおり地方公共団体あて

に通知するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付しておりますので、

参考まで送付いたします。 
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各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿  
 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

工事及び業務の対応について 

 

 

施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等

につきましては、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における

工事及び業務の対応について」（令和２年５月 25 日付け事務連絡）等により、適切な

対応をお願いしてきたところです。 

このたび、令和３年１月７日に、１都３県（埼玉県、千葉県、神奈川県）を対象と

して、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

が行われたところです。新型コロナウイルス感染症への対策について、「新型コロナ

ウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月28日（令和３年１月７日変更））

（以下「基本的対処方針」という。）においては、「三つの密」を徹底的に避け、「人と

人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対

策を行うことをより一層推進することなどが重要であるとされており、新型コロナウ

イルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい生活

様式」の定着や「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回避すること等を促すととも

に、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践を促していくことと

されています。また、基本的対処方針においては、引き続き、社会の安定の維持の観

点から、緊急事態措置の期間中にも、河川や道路などの公物管理や公共工事など、安

全安心に必要な社会基盤に係る事業者については最低限の事業継続が要請されてい

るところです。これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等

につきましては、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定

期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、「居場所の切り替わり」への注意な

ど、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の

対策が講じられるよう、改めて、受注者に対して「建設業における新型コロナウイル

ス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日（令和２年 12 月 24 日改訂版））」

別添１ 



 
 

及び内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策ホームページにおいて公表されてい

る業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等の周知徹底を図るなど、適切なご対応を宜

しくお願いします。 

 また、「三つの密」対策等の更なる徹底や、感染リスクが高い場面を回避する対策の

実効性を高めるための環境づくり等について、別添１のとおり建設業者団体宛に送付

しておりますので、ご参考にお知らせします。 

なお、これまでも、新型コロナウイルスの罹患等により現場の施工を継続すること

が困難となった場合の他、受注者から工期延長等の申し出があった場合で必要がある

と認められるときには、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更等、

適切な措置を行うようお願いしてきたところですが、これらの措置については、引き

続き、同様の取扱いをお願いいたします。また、これらの措置の実施に伴い、工期又

は履行期間が年度を超える可能性がある場合には、必要となる予算の繰越手続につい

ても、遺漏なきよう宜しくお願いします。 

併せて、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた、国土交通省直

轄事業における対応について、別添２のとおり定めておりますので、ご参考にお知ら

せします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に対して

も、周知を宜しくお願いします。 
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主な民間発注者団体の長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

工事及び業務の対応について 

 

 

 施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等 

につきましては、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における 

工事及び業務の対応について」（令和２年５月 25 日付け事務連絡）等により、地方公

共団体等あてに通知するとともに、貴団体など民間発注者団体等あてにも参考送付さ

せていただいたところです。 

 このたび、令和３年１月７日に、１都３県（埼玉県、千葉県、神奈川県）を対象と

して、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

が行われたことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置や、「建設業に

おける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日（令和２

年 12 月 24 日改訂版））」等の周知徹底等について、別添１のとおり地方公共団体あて

に通知するとともに、別添２のとおり建設業者団体等あてに送付しておりますので、

参考まで送付いたします。 

 

なお、これまでもお知らせしていたとおり、受発注者の故意又は過失により施工で

きなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイル

ス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款に

おける「不可抗力」に該当するものと考えられます。この場合、民間工事標準請負契

約約款（甲）・（乙）においては、受注者は発注者に工期の延長を請求でき、下請工事

標準請負契約約款においては、元請負人は必要があるときは工事を中止し、工期の延

長について元下間で協議することとしており、いずれの場合も増加する費用について

は発注者（元請負人）と受注者（下請負人）が協議をして決めることとされておりま

すので、引き続き適切な対応が図られるよう、改めて、傘下の会員企業等への周知を

お願いいたします。 

 

 

別添２ 


